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【遠州灘沿岸海岸保全基本計画、H15.7、p.62】
保全対策検討会の流れとこれまでの経緯
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保全対策検討会の成り立ち

【設立趣旨】 一部抜粋

砂浜の保全対策としては、これまでの消波ブロックを用いた施設整
備による対策では、環境・利用面の問題を発生させたり、防災面での問
題を繰り返す場合もあるため、人工構造物を極力設置せず砂浜を維持・
回復させる対策が望まれており、長期的には砂の供給源である天竜川流
域の土砂を活用することが期待されている。

しかしながら、供給源が絶たれている現状においては、当面の対策
として、上手である静岡県側からの土砂流入量を保つとともに、サンド
バイパス、サンドリサイクルなど堆積する箇所の土砂を活用して漂砂バ
ランスを整えることにより、局部的な侵食を抑え、本県の沿岸全体の砂
浜を効率よく維持していく必要があると思われる。

このような養浜を中心とした侵食対策や土砂管理を行うためには、
高度な専門知識と沿岸市町の協力が必要であるので、学識経験者、海岸
管理者及び沿岸市町などで構成する「渥美半島表浜海岸保全対策検討
会」を設置し、具体的な対策方法について検討するものとする。
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保全対策検討会の流れ

第2回 意見交換会（2007年度）

第6回 検討会（2007年度）

事業計画

第5回検討会指摘事項

田原・豊橋海岸における養浜計画の提案

表浜海岸検討委員会の2007年度までの成果

対策案（潜堤群再配置計画）

第7回 検討会（2008年度）

第6回保全対策検討会までの検討経緯

赤羽根漁港西側沿岸（赤羽根～伊良湖）
の保全について

第8回 検討会（2008年度）

赤羽根漁港西側沿岸（赤羽根～伊良湖）
の保全について

赤羽根漁港周辺の養浜土砂採取による
西側沿岸への影響評価

第1、2回 検討会（2006年度）

第3回 検討会（2006年度）

対策方針の検討

対策計画の検討

第1回 意見交換会（2006年度）

第5回 検討会（2007年度）

養浜計画の検討

潜堤群性能評価と対策案の検討

対策の実施計画

第4回 検討会（2007年度）

対策案の具体検討

土砂収支の検討（見直し）

潜堤群の性能評価

第3回 意見交換会（2009年度）

第9回 検討会（2009年度）

保全対策検討会の流れとこれまでの経緯

田原豊橋海岸の局所対策

モニタリング計画検討

第11回 検討会（2023年度）

海岸保全の考え方、保全対策計画について

各区間の現時点評価

第10回 検討会（2009年度）

これまでの検討会の総括

海岸保全基本計画《参考資料》
への修正・追加

渥美半島表浜海岸の現状と課題(2003年ﾃﾞｰﾀ)

海岸の現況について
○砂浜幅
○土砂収支
○潜堤の改良・再配置区間の状況

計画変更が必要となった経緯

気候変動の影響を考慮した
侵食対策の検討



１．渥美半島表浜海岸の現況と保全対策の現時点評価について
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１．渥美半島表浜海岸の現況と保全
対策の現時点評価について
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（１）海岸保全の考え方、
保全対策計画について
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めざすべき姿（当面の定性的な目標）

①漂砂の連続性を確保すること
海岸の侵食原因が、土砂収支の地域的なアンバランスであることから、漂砂の連続

性を確保し、そのバランスを是正することが、浜幅を確保するためにも有効な手段となる。

②一定の砂浜幅を確保すること
本海岸では、海岸の環境や利用面だけでなく、砂浜自体が、その消波機能により背

後地を防護する機能を有しており、砂浜を確保する課題に取り組むことが最も重要な課
題である。

また、地域によっては、緊急的な対策が必要なケースや、漂砂の連続性確保だけで
は短期的には保全が困難な場合もある。これらの地域においては施設整備を含め、柔
軟に対策を立案する。

（１）海岸保全の考え方、保全対策計画について
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管理汀線（目標浜幅）の設定

最低目標
浜幅20m

【防護上の必要砂浜幅＝20m 】
（海岸が被災を受けない最小限度）

【防護上および利用上望ましい砂浜幅＝60m】
（荒天時の一時的な汀線変動幅40mを加えた値、および

利用の必要最小幅程度）

【環境保全、海浜利用上望ましい砂浜幅＝80～120m】
（環境面での実績、利用上の望ましい砂浜幅の上限値、

地引き網が可能なかつての砂浜幅による）

（１）海岸保全の考え方、保全対策計画について
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対策の方向性 ～沿岸全体の保全対策の考え方～

保全が十分ではないため、
対策の緊急性は高い箇所

海浜のモニタリングを継続し、
必要に応じて補強する箇所

（１）海岸保全の考え方、保全対策計画について



（１）海岸保全の考え方、保全対策計画について

赤羽根漁港東側の保全対策（a～b区間）

 下手側への漂砂量の増加を促し、漂砂のアンバランスを解消するため、「潜
堤の改良・ 再配置」を行う。

 豊橋市潜堤（4基）は2008年度着手、2015年度に工事完了。

 愛知県潜堤（3基）は2012年度着手、2021年度に工事完了。

移設&新設

高豊漁港海岸

久美原
城下 西赤沢 東赤沢

伊古部
高 塚

田原・豊橋海岸

豊橋海岸

移設&新設
移設&新設

既設 新設 移設部分

豊橋市潜堤
天端幅を4個並べに改良し、
ブロックを下手（伊古部、
東赤沢）に移設

愛知県潜堤
堤長を160mに短縮し、ブ
ロックを下手（城下～久
美原）に移設

【2007年1月29日撮影】

2015年度完了

2021年度完了
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赤羽根漁港西側の保全対策（e区間）

 赤羽根漁港防波堤延伸により下手が侵食。
 離岸堤整備箇所については砂浜が回復傾向、未整備箇所は侵食傾向。
 赤羽根漁港防波堤延伸以前のような土砂供給量が見込めないため離岸堤と

消波工により対策を実施。

（１）海岸保全の考え方、保全対策計画について

※2013年度完了



（２）海岸の現況について
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砂浜幅
（２）海岸の現況について



15

砂浜幅

＜2013～2017年＞ ＜2018～2022年＞

※高波の波高値は、伊勢湾口（ナウファス）の抽出基準に準じて有義波高3mとした。

台風14号接近（10/10）
最大有義波高 5.36m

台風12号接近（9/7）
最大有義波高 7.24m

低気圧通過（11/20～21）：最大有義波高 3.79m
低気圧通過（11/30） ：最大有義波高 3.42m

（２）海岸の現況について

＜有義波高3m以上＞
13時期程度

＜有義波高3m以上＞
20時期程度

＜有義波高3m以上＞
18時期程度(1/20以降)

＜有義波高3m以上＞
18時期程度

＜有義波高3m以上＞
5時期程度(1/26以降)

＜有義波高3m以上＞
12時期程度

＜有義波高3m以上＞
16時期程度

＜有義波高3m以上＞
12時期程度

＜有義波高3m以上＞
11時期程度

＜有義波高3m以上＞
14時期程度



砂浜幅

＜荒天時の海浜断面変化の模式図＞

荒天時には波浪の作用で
陸側の砂が沖側に移動し、
汀線が後退。

静穏時には波浪の作用で
沖側の砂が陸側に戻り、
汀線が前進。

※出典：海岸施設設計便覧、p.157

（２）海岸の現況について
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堆積5.4万 堆積5.0万堆積7.0万堆積4.7万

7.1万2.1万2.1万

侵食

堆積

県境

土砂収支

岸
沖
方
向

堆積4.6万

旧赤羽根町
赤羽根漁港東海岸

旧赤羽根町
赤羽根漁港西海岸旧渥美町 旧田原町 豊橋市

沿岸方向
侵食・堆積の状況

旧町境 赤羽根漁港 一色の磯 伊古部伊良湖岬

4.9万4.9万

17

海岸全体の土砂収支

 現行計画の土砂収支算定フローに基づき、
2007年以降の6時期の空撮解析データ
（2011、2015、2017、2019、2020、2022年）を
追加して海岸全体の土砂収支を更新。

 本検討における静岡県との県境付近におけ
る土砂移動量は約7.1万m3/年と推定。現行
計画の約7万m3/年（既往の漂砂解析結果
からの推定値）と概ね合致。

1986～2022 土砂収支算定フロー

（２）海岸の現況について
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海岸全体の土砂収支（現行計画）

県境旧町境 赤羽根漁港 一色の磯 伊古部

3.7万

旧赤羽根町

赤羽根漁港東海岸

伊良湖岬

旧赤羽根町

赤羽根漁港西海岸

旧渥美町 旧田原町 豊橋市

土砂収支

侵食・堆積の状況

堆積3.2万 堆積5.0万侵食13.0万堆積7.8万侵食0.3万

3.7万 6.9万 6.9万 6.6万 6.6万 14万 14万 1.4万 1.4万 6.4万

岸
沖
方
向

侵食

堆積

県境旧町境 赤羽根漁港 一色の磯 伊古部

4.7万

旧赤羽根町

赤羽根漁港東海岸

伊良湖岬

旧赤羽根町

赤羽根漁港西海岸
旧渥美町 旧田原町 豊橋市

土砂収支

侵食・堆積の状況

堆積2.3万 堆積4.7万侵食1.2万堆積6.0万侵食0.4万

4.7万 2.4万 2.4万 2.8万 2.8万 3.2万 3.2万 2.0万 2.0万 6.7万

岸
沖
方
向

侵食

堆積

沿岸方向

1986～2003

1986～2007

（潜堤の再配
置・改良前）

（潜堤の再配
置・改良前）

（２）海岸の現況について
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潜堤の改良・再配置区間における現地状況
（２）海岸の現況について



【潜堤施工時期（建設・改良）】
①３基潜堤群(改良)：H18(2006)～R3(2021)年度、②４基潜堤群(改良)：H20(2008)～H27(2015)年度、③伊古部潜堤：H20(2008)～H22(2010)年度、④東赤沢(東)潜堤：H15(2003)～H19(2007)年度、⑤東赤沢(西)潜堤：H23(2013)～H27(2015)年
度、⑥西赤沢災害リーフ：H16(2004)～H18(2006)年度、⑦城下～久美原潜堤：H28(2016)～R3(2021)年度

潜堤の改良・再配置区間における海浜縦断形の変化
（２）海岸の現況について

平成24年2月(2012年)
平成31年1月(2019年)
令和3年1月(2021年)
令和5年1月(2023年)

平成20年2月(2008年)
平成31年1月(2019年)
令和3年1月(2021年)
令和5年1月(2023年)

平成23年2月(2011年)
平成30年1月(2018年)
令和2年1月(2020年)
令和4年2月(2022年)

平成21年2月(2009年)
平成30年1月(2018年)
令和2年1月(2020年)
令和4年2月(2022年)

平成20年2月(2008年)
平成30年1月(2018年)
令和2年1月(2020年)
令和4年2月(2022年)

平成20年2月(2008年)
平成30年1月(2018年)
令和2年1月(2020年)
令和4年2月(2022年)

平成24年2月(2012年)
平成31年1月(2019年)
令和3年1月(2021年)
令和5年1月(2023年)

平成24年2月(2012年)
平成31年1月(2019年)
令和3年1月(2021年)
令和5年1月(2023年)

平成24年2月(2012年)
平成31年1月(2019年)
令和3年1月(2021年)
令和5年1月(2023年)

平成24年2月(2012年)
平成31年1月(2019年)
令和3年1月(2021年)
令和5年1月(2023年)

平成24年2月(2012年)
平成31年1月(2019年)
令和3年1月(2021年)
令和5年1月(2023年)

平成20年2月(2002年)
平成31年1月(2019年)
令和3年1月(2021年)
令和5年1月(2023年)
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平成18年（2006年）調査結果（保全対策の検討着手時）

潜堤の改良・再配置区間における前浜勾配と底質の粒度組成

 潜堤の改良・再配置区間
（高塚～西赤沢）では中砂
が卓越。前浜勾配は1/9～
1/20。

 上手側の西七根、下手側の
大草や赤羽根の粒度組成、
前浜勾配に著しい差異はな
い

 一般的に侵食傾向にある砂
浜海岸では細かい粒径の
砂が流出して粗粒化し、そ
れに伴い前浜勾配が比較
的急となるが、そのような地
点はみられない。

0.8 1.6 1.0 0.2 (シルト)1.0 2.0 0.4 (シルト)0.9 0.8 0.9 0.2 (シルト)

8.2 
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6.0 

12.0 
9.2 

13.0 13.0 

33.5 

18.4 
23.1 25.1 

15.0 

89.8 92.0 
89.5 

94.0 

87.0 
90.6 

86.0 84.0 

66.1 

79.9 
75.8 74.0 

74.7 

1.2 1.0 0.2 (粗砂)1.0 0.8 0.3 (粗砂)
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0
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90

100

西七根西七根

(H18,E9)

高塚高塚

(H18,E11-2)

伊古部(東)伊古部

(中央)

伊古部

(H18,E13)

伊古部

(H18,E14)

伊古部(西)東赤沢西赤沢大草赤羽根

含
有

率
（
％

）

粗礫（19.0mm～75.0mm）

中礫（4.75mm～19.0mm）

細礫（2mm～4.75mm）

粗砂（0.85mm～2mm）

中砂（0.25mm～0.85mm）

細砂（0.075mm～0.25mm）

シルト・粘土（～0.075mm）

＜潜堤の改良・再配置区間＞

伊古部(E14)
d50=0.37mm

伊古部(E13)
d50=0.35mm

高塚(E11-2)
d50=0.41mm

西七根(E9)
d50=0.42mm

（２）海岸の現況について
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（３）各区間の現時点評価
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a区間
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a区間：高塚～伊古部

 ３基潜堤群（県）、４基潜堤群（市）の改良により潜堤群下手側の砂浜幅が増え、
経年的に保全目標（管理汀線20m）を下回る区間が解消している。

 そのため、当区間の対策の必要性については、現状の「保全が十分でないた
め、対策の緊急性は高い」との位置付けから「適宜施設が整備されており、対
策の緊急性は低い」への変更が望ましい。

（３）各区間の現時点評価



 東赤沢では伊古部と同様に全体的に砂浜幅が増え、ほぼ経年的に保全目標
を下回る区間が解消している。

 西赤沢～久美原では現状（2022年12月時点）では保全目標を下回る区間が
存在するが、近年（2019年1月時点）には砂浜幅が増えて保全目標を達成して

いること、また海岸保全施設（護岸、消波工）の被災も起きていないことを勘案
すれば、対策効果は現れてきていると推察される。

 そのため、当区間の対策の必要性については、現状の「保全が十分でないた
め、対策の緊急性は高い」との位置付けから「海浜のモニタリングを継続し、必
要に応じて補強する」への変更が望ましい。 b区間
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b区間：東赤沢～久美原
（３）各区間の現時点評価



 六連、百々と南神戸の局所では現状（2022年12月時点）で保全目標を下回る
区間が存在するが、近年（2017～2020年）は保全目標を達成していたため、
引き続き経過観察が必要と考えられる。

 大草～高松では経年的に保全目標を達成できており施設整備等の緊急性は
低いが、漂砂上手側の六連～南神戸の砂浜幅の変化状況と連動する可能性
がある。

 そのため、当区間の対策の必要性については、現状の「海浜のモニタリングを
継続し、必要に応じて補強する」の維持が望ましい。

c区間
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c区間：六連～高松
（３）各区間の現時点評価



e区間：池尻～越戸
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e区間：池尻～越戸

 離岸堤の整備が概成しており、全体的に砂浜幅が増えている。

 そのため、当区間の対策の必要性については、現状の「保全が十分でないた
め、対策の緊急性は高い」との位置付けから「海浜のモニタリングを継続し、必
要に応じて補強する」への変更が望ましい。

（３）各区間の現時点評価



f区間：日出

 人工リーフ、護岸、消波工の整備が完了してい
るが、局所的に汀線が後退した箇所では近年
砂浜幅が比較的狭い状況が続いており、高波
浪に対して脆弱な状態にある。また、経年的な
砂浜幅の変動も顕著である。

 そのため、当区間の対策の必要性については、
現状の「海浜のモニタリングを継続し、必要に応
じて補強する」の維持が望ましい。

（３）各区間の現時点評価

f区間：日出

日出

局所的な汀線
の後退

人工リーフ 2022年12月撮影

2023年5月31日撮影
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対策の必要性（修正案）
（３）各区間の現時点評価 沿岸全体の保全対策の考え方※

東赤沢～久美原六連～高松 高塚～伊古部池尻～越戸土田～川尻
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２．気候変動を踏まえた侵食対策の
今後の検討方針について

29



（１）計画変更が必要となった経緯
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国の動き（１）

（１）計画変更が必要となった経緯

○「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」による第５次評価報告書（2013 年）

・「気候システムの温暖化には疑う余地がなく、大気と海洋は温暖化し、雪氷の量は減少し、

海面水位は上昇している」。

・更に、「21 世紀の間、世界全体で大気・海洋は昇温し続け、世界平均海面水位は上昇を続

けるであろう」。

「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言（2020年７月）

地球規模の気候変動

〇2018年には台風第 21 号に伴い大阪湾で既往最高の潮位を記録する高潮によって浸水被害

が発生するなど、高潮等の脅威は勢いを増している。

〇平均海面水位が上昇すれば、我が国の砂浜は広範囲にわたって影響を受け、消波等の機能が

低下すると予測される。

→気候変動適応策を具体化すべく、「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会」設置
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（１）計画変更が必要となった経緯
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国の動き（２）

（１）計画変更が必要となった経緯

〇「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言（2020年7月）を踏まえ、海岸保全を、
過去のデータに基づきつつ気候変動による影響を明示的に考慮した対策へ転換するために、

海岸保全基本方針を変更（2020年11月）

〇海岸保全施設の技術上の基準を定める省令」を一部改正・施行（2021年７月）

〇「気候変動の影響を踏まえた海岸保全施設の計画外力の設定方法等について」を都道府県等に通
知（令和3年8月）

【愛知県】

〇海岸保全基本計画は、海岸保全基本方針に沿って策定（変更）

することが必要

〇愛知県の沿岸についても将来的な気候変動の影響を考慮た計画

変更の検討に着手
33



約
0.4m

気候変動を踏まえた海岸保全への転換

（１）計画変更が必要となった経緯

海岸保全のあり方検討委員会（第7回資料） 一部加工

・国の基準や検討委員会資料資料を参考に愛知県内の海岸特性を踏まえ検討を進めていく
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気候変動影響を踏まえた海岸侵食への対応

（１）計画変更が必要となった経緯

海岸保全のあり方検討委員会（第7回資料） 一部加工 35



（２）気候変動の影響を考慮した侵食対策の検討
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（２）気候変動の影響を考慮した侵食対策の検討
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①気候変動の影響評価

• 気候変動による外力は、別途「愛知県海岸保全基本計画検討委員会技術部会」において検討中の海面

水位上昇量、潮位偏差、波高の変化量を考慮することとする。

• 浜幅の影響評価については、修正Bruun則や等深線変化モデルを用いた評価方法の適用性について検

討したうえで、気候変動前後の浜幅や砂浜断面の変化量を定量的に把握する。

• 離岸堤等の沖合施設のブロック重量については、海面水位上昇量、潮位偏差、波高の変化を量を考慮

し、安定性を評価する。

• 県境からの漂砂量については、静岡県の検討会や学術的研究成果などの最新の知見を収集し、その適

用について検討をする。

②気候変動に対応した侵食対策の検討

• ①による砂浜断面の変化を踏まえ、必要浜幅及び対策を検討する。

• この際、沖合施設のブロック重量等についても検討する。

（１）検討方針
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（２）検討委員会等のスケジュール（案）

準備会（技術部会）①
2023/2/22

・計画変更が必要となった経緯
・現行計画の防護目標、気候変動を踏まえた技術的検討方針

検討委員会①
2023/3/30

・計画変更が必要となった経緯
・具体的な変更の方向性

技術部会②
2023/9/8

・現状外力の算定結果
・将来外力の試算結果

表浜検討会①
2023/12/14

・渥美半島（表浜）における整備等の状況
・モニタリング等の報告

技術部会③
2024/1/18

・将来外力の算定結果
・気候変動前後の必要堤防高の評価

検討委員会②
2024/2/16

・現状外力、将来外力の算定結果
・気候変動後の必要堤防高の評価

表浜検討会② ・気候変動の影響評価
・侵食対策

技術部会④ ・施設整備目標の設定

表浜検討会③ ・気候変動の影響評価
・侵食対策

検討委員会③ ・変更計画（原案）の作成

検討、調整の状況により開催時期、回数の変更があります。

（２）気候変動の影響を考慮した侵食対策の検討


